
 

 

令和 6年 8月教育委員会定例会会議録 

 

１ 日 時       令和 6年 8月 15日（木） 午後 2時から 

 

２ 場 所       教育プラザ 大会議室 

 

３ 出席者 

  教 育 長 早川 義裕   １番委員 大谷 和弘   ２番委員 小林 晃彦 

３番委員 金子 詩織   ４番委員 鈴木 博美 

 （教育長及び委員以外の出席者） 

  教育部長 白石聡、歴史文化指導監 中西聰、教育総務課長 瀧本幸次、教育総務課参事 小

池亜希子、教育総務課参事 岡晃弘、地域クラブ活動推進室長 市川均、学校教育課長 小林

秀智、学校教育課参事 廣川正勝、社会教育課参事 宮﨑英紀、社会教育課副課長 竹内巨樹、

中央公民館長 長谷川明寿、文化行政課長 新保誠吾、スポーツ推進課長 石田博幸、高田幼

稚園長 瀧口寿美子、教育センター所長 竹内学、高田城址公園オーレンプラザ館長 本間綾

子、高田図書館長 小暮ひろ子、直江津学びの交流館長・直江津図書館長 道場達郎、青少年

健全育成センター所長 石田浩久、歴史博物館長 花岡公貴、小林古径記念美術館長 笹川修一 

事務局 教育総務課副課長 小酒井洋平、教育総務課副課長 岩野勲、企画係長 秋山大樹、

企画係主任 藤井聡美 

 

４ 傍聴人  0人 

 

５ 会議に付議した事件  

 

 

教育長開会宣言   午後 2時 

 

会議録署名委員の指名  金子 詩織 委員 

 

教 育 長 

 

 

 

鈴 木 委 員 

 

 

教 育 長 

議案に入る前に、教育委員の任命について報告する。 

7月 27日付けで教育委員に鈴木 博美 委員が就任された。鈴木委員から一言 

挨拶をお願いしたい。 

 

 保護者や子ども達からの意見を聞く機会が多々あることから、その声を教育委員

会に伝えていけたらと思っている。 

 

続いて、教育長職務代理者の指名及び議席の指定について、報告する。 

教育長職務代理者と議席について、「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」及び「上越市教育委員会会議規則」の規定に基づき、7 月 27 日付けで指名及

議案第 55 号 
令和 5 年度上越市第 3 次総合教育プランに基づく教育委員会の施策の点検・評価に

ついて 

議案第 56 号 令和 5年度上越市一般会計（教育費）歳入歳出決算認定について 

議案第 57 号 令和 6年度上越市一般会計（教育費）補正予算（第 5号）について 

議案第 58 号 財産の取得について（スクールバス） 



 

 

び指定を行った。 

 

教育長職務代理者には、大谷 和弘 委員 を指名する。 

議席は、1 番 大谷 和弘 委員、2 番 小林 晃彦 委員、3 番 金子 詩織 

委員、4番 鈴木 博美 委員 とする。 

 

教 育 長 

 

 

 

議案第 56 号から 58 号については、上越市教育委員会会議規則第 15 条の規定に

より非公開としてよいか。 

 

全委員同意 

教 育 長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

小 林 委 員 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

小 林 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

それでは議案に入る。 

議案第 55 号 令和 5 年度上越市第 3 次総合教育プランに基づく教育委員会の施

策の点検・評価について、説明を求める。 

 

本件の内容については、教育委員会 6 月協議会において、教育委員の皆様から多

くのご意見等をいただいた。また、7 月 30 日に学識経験者による外部評価とし

て、上越教育大学の中野博幸教授、辻村貴洋准教授の 2 名からご助言、指導をいた

だいた。 

いただいたご意見を、来年度の取組にいかしていきたいと考えている。 

本日、この報告書案について承認をいただいた後、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 26条に基づき、市議会への報告、市民への公表を予定している。 

 

報告について意見、質問を求める。 

 

報告書（案）の 5 ページ、「取組 1-1 学力向上の推進」の取組に対する評価の

「習得と活用の学習過程を繰り返す必要がある。」という記載について、学識経験

者の辻村先生の意見と同感である。「繰り返す」ということは「反復する」という

意味が強いが、報告書（案）においては、「習得も活用も本人の学習の状態に応じ

て発展させていく必要がある。」という意味であることから、「習得と活用を教育課

程の中で効果的に機能させる必要がある。」と変更してはいかがか。 

 

基礎学力の定着とそれを活用する力を育成することが大切であると考えることか

ら、小林委員のご指摘を受け、記載内容を検討する。 

 

報告書（案）の 48 ページ、「取組 6-3 人権・非核平和の推進」に対する今後の取

組の「人権教育、同和教育の推進を図る。」を「人権教育、同和教育を推進する。」

としてはいかがか。 

 

 上越市は人権教育、同和教育に力を入れている。引き続き、人権教育、同和教育

に力を入れていくという意味で記載の変更を検討する。 

 

それでは、議案第 55号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

教 育 長 

 

 

 

教育総務課長 

 

教 育 長 

 

 

 

ここからは非公開とする。 

議案第 56 号 令和 5 年度上越市一般会計（教育費）歳入歳出決算認定につい

て、説明を求める。 

 

（非公開） 

 

報告について意見、質問を求める。 

 

（意見、質問内容非公開） 

 



 

 

教 育 長 

 

 

それでは、議案第 56号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

教 育 長 

 

 

教育総務課長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

議案第 57 号 令和 6 年度上越市一般会計（教育費）補正予算（第 5 号）につい

て、説明を求める。 

 

（非公開） 

 

報告について意見、質問を求める。 

 

（意見、質問内容非公開） 

 

それでは、議案第 57号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

教 育 長 

 

教育総務課長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

議案第 58号 財産の取得について（スクールバス）、説明を求める。 

 

（非公開） 

 

報告について意見、質問を求める。 

 

（意見、質問内容非公開） 

 

それでは、議案第 58号について、ご承認いただけるか。 

 

原案どおり承認 

 

 閉会宣言      午後 2時 20分 

 

 令和 6年 9月 30日  

           上越市教育委員会 

 

              教育長     早川 義裕                     

 

             会議録署名委員  金子 詩織  


